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令和３年５月１４日 

 

 

株式会社シーズコーポレーションに対する食品表示法に基づく指示について 

 

消費者庁は、令和３年５月１３日、株式会社シーズコーポレーション（以下「シ

ーズコーポレーション」といいます。）に対し、同社を表示責任者として販売する

食品（商品名「ｓｅｅｄｓ
シ ー ズ

糖鎖」）について、食品表示法第４条第１項に規定する

食品表示基準（以下「基準」といいます。）に違反する表示を行っていたことから、

同法第６条第１項の規定に基づく指示を行いました。 

 

１ 指示を行った食品関連事業者の概要 

名  称 株式会社シーズコーポレーション（法人番号 2320001005518） 

所 在 地 大分市大字片島１４７９番地の２ 

代 表 者 代表取締役 安達 志津子 

設立年月 平成２１年５月 

資 本 金 ３００万円（令和３年５月現在） 

 

２ 指示の概要 

(1) 対象商品 

シーズコーポレーションを販売者と表示して販売する「ｓｅｅｄｓ
シ ー ズ

糖鎖」と称

する食品（以下「本件商品」という。） 

(2) 対象表示 

ア 表示媒体 

容器包装 

イ 販売期間及び販売数量 

遅くとも平成３０年１０月から令和２年１０月までの間、少なくとも１

０,５４０箱 

ウ 表示内容 

(ｱ) 基準第７条の表の「栄養機能食品に係る栄養成分の機能」の項の規定に

  関すること 

ａ 栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称について、「栄養機能

食品（ビオチン）」と表示すべきところ「栄養機能食品 ビオチン配合」

と表示。 
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ｂ 摂取する上での注意事項について、「本品は、多量摂取により疾病が

治癒したり、より健康が増進するものではありません。１日の摂取目安

量を守ってください。」と表示すべきところ、「本品は、多量摂取によ

り疾患が完治したり、より健康が増進するものではありません。」と表

示。 

ｃ バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言について、「食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示すべきところ、

「食生活は、主食、主菜、副食を基本に食事のバランスを。」と表示。 

ｄ 栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言について、

表示せず。 

(ｲ) 基準第９条第１項第９号の規定に関すること 

栄養機能食品である本件商品に対し、「ホスファチジルセリン（ＰＳ）

配合 脳機能を元気・脳細胞に多く存在」及び「糖鎖とはさまざまな単糖

が鎖状に連なったもので、細胞間のコミュニケーションに重要な役割を担

っています。」と、基準別表第１１に掲げる栄養成分以外の成分の機能を

示す用語を表示。 

(ｳ) 基準第９条第１項第１０号の規定に関すること 

機能性表示食品以外の食品である本件商品に対し、「医療機関向け機能

性食品」と、機能性表示食品と紛らわしい名称を表示。 

(3) 法令の適用 

前記(2)ウのうち、(ｱ)の表示は、基準第７条の表の「栄養機能食品に係る栄養

成分の機能」の項の規定に、(ｲ)の表示は、第９条第１項第９号イの規定に、(ｳ)

の表示は、同項第１０号の規定にそれぞれ違反。 

(4) 指示の内容等 

ア 販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表

示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販

売すること。 

イ 販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されてい

なかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び

食品表示に関する認識の欠如並びに表示内容の確認及びその管理体制の不

備があると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明及び分析

を徹底すること。 

ウ イの結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内におけ

る品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するととも

に、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検

証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、

基準に違反する表示を行わないこと。 

エ 従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底す
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ること。 

オ アからエまでに基づいて講じた措置について、令和３年６月１４日までに

文書をもって消費者庁長官に報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課食品表示対策室 

電    話：０３（３５０７）９１４４ 

ホームページ：https://www.caa.go.jp/ 
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（参考） 

 

○食品表示法（抜粋） 

（平成二十五年法律第七十号） 

 

（食品表示基準の策定等） 

第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げ

る事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選

択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基

準を定めなければならない。 

一 名称、アレルゲン（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十

一条において同じ。）、保存の方法、消費期限（食品を摂取する際の安全性の判断に資す

る期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。）、原材料、添加物、栄養成分の

量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事

項 

二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事

項 

２～６ （略） 

 

（食品表示基準の遵守） 

第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をして

はならない。 

 

（指示等） 

第六条 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」と

いう。）が表示されていない食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）の販売をし、又

は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条

第一項第二号に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない食品関連事業者があ

るときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣（内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が

表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、

内閣総理大臣）は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守

すべき旨の指示をすることができる。 

２～８ （略） 

 

（公表） 

第七条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をし

たときは、その旨を公表しなければならない。 

 

○食品表示基準（抜粋） 

（平成二十七年内閣府令第十号） 

 

（任意表示） 

第七条 食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項

（特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又

は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する
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場合を除く。）が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定め

る表示の方法に従い表示されなければならない。 

（略） （略） 

栄養機能食品に

係る栄養成分の

機能 

１ 栄養機能食品にあっては、次に掲げる事項を表示する。 

一 栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称 

二～四 （略） 

五 摂取をする上での注意事項 

六 バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 

七・八 （略） 

九 栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言 

十・十一 （略） 

２ １の一の栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称は、「栄

養機能食品（○○）」と表示する（○○は、「亜鉛」、「ビタミンＡ」、

「ビタミンＢ１・ビタミンＢ２」等の栄養成分の名称とする。）。 

３・４ （略） 

５ １の五の摂取をする上での注意事項の表示は、別表第十一の第一

欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる事項を記

載してこれを行わなければならない。 

６ １の六のバランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言は、「食

生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示

する。 

７・８ （略） 

（略） （略） 

 

（表示禁止事項） 

第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、

次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 

一～八 （略） 

九 栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語 

イ 別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語 

ロ （略） 

 十 保健機能食品（特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。）

以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保

健の目的が期待できる旨を示す用語 

十一～十三 （略） 

２ （略） 


